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○議長 玉城 勇君 これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとお

りであります。 

 

開議（午前10時00分） 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長 玉城 勇君 日程第１．会議録署名議員の指

名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

127条の規定によって12番 赤嶺奈津江議員、13番 大

城 毅議員を指名します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長 玉城 勇君 日程第２．一般質問を行います。

それでは、通告書のとおり順次発言を許します。２番 

新垣善之議員。 

 

〔新垣善之議員 登壇〕 

 

○２番 新垣善之君 おはようございます。それでは

通告書のとおり質問した後、再質問に移りたいと思い

ます。大問１番、食の健康をということで、（１）スマー

トミール（「健康な食事・食環境」認証制度）の周知を

してはどうか。（２）健康管理アプリを作成し、誰もが

健康に留意できる環境を提供できないか。 

 大問２番、自主防災組織の向上を。（１）防災士養成

講習料に補助金を出してはどうか。 

 大問３番、各種説明会のオンライン配信の実施を。

（１）町において様々な説明会が開催されているが、

オンラインでの配信など検討してはどうか。以上、お

願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 皆さんおはようございます。

それでは質問事項１点目の食の健康を、（１）について

お答えします。ホームページや広報紙等で周知を図っ

てまいります。 

 （２）についてお答えします。保健指導、栄養指導

の取り組みに加え、健康管理アプリ等を含めた様々な

方策を検討し、健康に留意できる環境づくりに取り組

んでまいります。 

 質問事項２点目の自主防災組織の向上の（１）につ

いてお答えします。先進事例を調査研究し、検討して

まいります。 

 質問事項３点目の各種説明会のオンライン配信の実

施について。（１）についてお答えします。オンライン

配信については、調査検討してまいります。以上であ

ります。 

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。 

○２番 新垣善之君 ありがとうございます。まず、

このスマートミールというところで、私が教員時代に

保健体育教師として教鞭に立っていたときに、やはり

適度な運動、適度な食事、そして適度な睡眠というこ

とを授業で教えていたんですけれども、やっぱりみそ

はこの「適度な」というところがみそで、子供たちに

生涯、ライフプラン、やっぱり健康が大事だよという

ことを教えていたんですけれども、今回、スマートミー

ルということで国保年金課、保健福祉課の方々がタイ

アップして町民の健康を担っているわけですけれども、

そこで保健指導、特定健診、そして保健指導に結びつ

きつけてきて、かなり保健指導の向上が高まってきて

います。その中で課題を見いだしてきたのが、多分、

食に次は課題が出てきたのかなということで、栄養士

の方といろいろ、塩分の取り過ぎじゃないかとか、肉

が多過ぎないかとか、お互いの話合いをしながら自分

の持っている健診の結果を基に改善していくと思うん

ですけれども、前回、このスマートミールをちょっと

取り上げたところで、国保年金課のほうにちょっとお

邪魔をして行ったんですけれども、厚労省から何か表

彰を受けたということですが、どのような表彰を受け

たのでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 新垣善之議員の質問

にお答えします。今回、スマートライフプロジェクト

が主催する第10回健康寿命を延ばそうアワードにおき

まして、厚生労働省健康局長優良賞自治体部門を受賞

しております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。 

○２番 新垣善之君 やはり持続可能な社会保障制度

を確立するに向けて、やっぱり南風原町は保健指導の

先駆者としていろんな国保の方々とレセプトしながら、

徐々に自分の健康を取り戻す。なおかつ自分で運動で

あったり、食事であったり、睡眠を管理できるという

ことでやってほしいなと思いますので、これからももっ

ともっと本当に課題解決しながらやっていくのでとて

もいい取組をしているなと思いました。またこのスマー

トミールに関しても、沖縄県内ではまだ２つの事業所

しかやってないということですが、もともとこの事業

が、厚労省が認証を行っているので、たまには、食べ

てもいいし、ちょっと自分の健康で塩分多いなとか、

ちょっと便秘気味だなとかあれば、自分の食事生活、
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食環境の見直しということで、いろいろこのスマート

ミールの制度を見てもいいのかなと思いますので、町

広報でもいろんな形で周知していただければ、もっと

もっと関心が得られるのかなと思いますのでよろしく

お願いします。 

 続いて（２）ですが、これもやはり自己管理という

ことで、できれば今はもうスマートウォッチとかがあっ

て、これで血圧、脈拍だったり、万歩計にもなったり、

いろんな機能がついていて、これを町のデータヘルス

計画の中で、多分個人個人が今日は何歩歩いた、今日

は体重が幾つだったとやると、書くのもいいんですけ

れども、これをデータで一人一人持っていれば、次の

お互いの保健指導のときにデータを移行するだけで、

今日、頑張っていますねとか、もう即座に改善できる

ところ、ああ、ここまた頑張ってみようねとか、その

人の性格を見抜いたＡＩアプリだったり、そこもデー

タヘルスの中で取り入れたらいいのかなと思うんです

けれども。またそれが一人一人じゃなくて、今、国保

には9,000名の方がいらして、子供もいらっしゃいます

けど、高齢者の方、大体5,000人を対象にして、そのデー

タも次の課題に向けた取り組みができると思うんです

が、そういった健康アプリを導入できたらいいんじゃ

ないかなと思うんですけれども、そこら辺いかがでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 お答えします。議員

がおっしゃるようなアプリ等々も含めながら、そういっ

たアプリを活用していって、健康づくりに寄与してい

くのは分かりますので、検討してまいりたいと思いま

す。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。 

○２番 新垣善之君 やはり沖縄県は長寿復活、長寿

県沖縄を取り戻そうということで、健康21沖縄だった

か、健康日本21、日本もやっていますけれども、やは

り町もいろんな食事から運動から、いろんな面でデー

タを分析してやっているので、そこら辺もまた一人一

人、簡単なデータをちょっと持っていればいいかなと

思いますので、そこもまた課題を見つけながらよろし

くお願いします。 

 次に大問２番、自主防災組織の向上ということで、

もうこれも私は与那覇に住んでいるんですけれども、

先月、東部消防が新しく新庁舎が開庁しました。やっ

ぱり自主防災組織ってのは共助の部分でありますので、

自治会がお互いの共助の部分を担うというんですけれ

ども、やはり公的な場からそうした防災士のこういっ

た知識や経験であったり実技であったりというのを学

ばないと、誰かがやっぱり指導しないといけないわけ

で、そういったところに講習料を補助していけば、各

自治会一人一人そういった防災士を置いてやっていけ

ると、地域も何かあったときにはという結束力が強く

なっていくんじゃないかなと思います。今、自分が調

べたところでは那覇市とか豊見城市とかあるんですが、

やっぱりそこも、その地域はただ取らせるだけじゃな

くて、どういう取組をしているのかまで見ていかない

といけないので、そうですね、自分でやろうと思って、

今回、防災士の申込みをしたんですけれども、また、

東部消防も近いし、与那覇をこのモデル地区として、

南風原町自主防災組織モデル事業みたいな感じをつ

くって何か予算化できないかなと思っていますが、い

かがですか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。今議員

のご質問にあったとおりですね、県内のほうでも受講

料に関して助成をしている自治体が60自治体ございま

す。やはりその補助をする中で条件づけしている自治

体が２つあって、自主防災組織を結成することという

ことになっておりまして、やはりこういうことから、

各自治体も自主防災組織の必要性というのは把握され

ております。本町といたしましても、今４つの自治会

が組織されておりますけども、是非 終的には全自治

会に設置したいというところを思っておりますので、

そういうことで自主防災組織の結成に向けて、そうい

う早目な取組ができるとか、支援ができるということ

になるのであればということがありますので、今、先

行してやられている６自治体のほうの情報を集めなが

ら、ちょっと検討させていただきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。 

○２番 新垣善之君 やはり、今自分がちょっと、こ

れは大切だ、やっぱり東北での大震災のときもそうで

すけど、やっぱり経験した人じゃないとその重要性と

いうのは感じてないと思うんですけれども。自分も、

その経験を聞くだけじゃなくて、やはり大災害、津波

があった場合のことを備えて、東部消防もありますの

で、少年消防団だったり、少年自警団、少年防災士、

これを網羅して子供たちを鍛えていきたいというのが

自分の心の中にあって。というのは、今の子供たちテ

ントを張れないとか、やっぱり全部大人がやってしま

う。そうじゃなくて、自分たちが自分たちの地域を守っ

ていくんだよ、おじいちゃん、おばあちゃんをおんぶ

して避難所まで行くんだよという正義感だったり、も

う今はやっぱりおんぶにだっこで子供たちいるので、
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そういった正義感であったりというのを鍛える意味で、

そういった自主防災を向上させたいという自分の思い

もありますので、こういったことをまた来年度から、

まずは自分自身なりに取り組んでいきたいと思ってい

ますので、もし予算化できるのであれば、もう一度聞

きます。予算化できるのであれば取組、組立てをして

いきたいなと思いますが、いかがですか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。やはり

こういった助成事業に関しましては、助成の規定です

ね、条件等、要綱等の整備も必要になりますので、そ

の辺もちょっと調査研究させていただいて、取り組ん

でいきたいと考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。 

○２番 新垣善之君 また少しずつ、地域の取組から

いろいろ形を作っていって、地域の防災力の向上に寄

与していきたいと思いますので、また今後ともよろし

くお願いします。 

 次、大問３番目、各種説明会のオンライン配信をと

いうことで、やはりこのコロナ禍で見えてきた課題も

あって、説明会を持ちたいけれども、町として持ちた

いけれどもその事業を遂行しないといけない。だけど

説明会の開催ができないとなった場合には、やはりオ

ンライン化して、それを町民から意見を収集する。ま

た、今回やっているのがまちづくり振興課のほうで都

市計画マスタープランも大まかなアーカイブを作って、

こういうふうに今現在進んでいますよというようなこ

とを配信すれば子育て中、20年計画、20年後の南風原

町を計画するものですから、20代、30代の主婦の方だっ

たり、子育て中で説明会には行きたいけれどもどんな

話をしているのかなと多分思うと思うんですね。そう

したところを保育園に連れていった後にそういった配

信を見てだったりとか、あとは今回、総務民生のほう

でごみの問題もありましたが、そういったごみの分別

方法はこうですよとかやっていけると、例えば、あと

一つは、今、観光大使に任命された兼城十字路チャン

ネルのお二方を活用していろんなところで、いろんな

方々、そのお二人もいろんなところで南風原町のいい

ところを放送しているんですけれども、そういったと

ころを活用しながら、もっともっと南風原のいいとこ

ろをお互いで盛り上げていけると私はいいのかなと思

いますので、そういったところオンライン発信につい

て、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。議員ご

質問の中でありましたとおり、まちづくり振興課のほ

うで、今回オンラインで説明会の配信があったという

ことです。その中でも、今、各機関ですね、各部局い

ろいろ担当課のほうでやっている事業もございます。

先ほどのごみの問題等もございますが、こちら、まだ

まだですね、発信する体制というのがまだ整っていな

い状況もございます。ただ、各課でまた各々やるとい

うことでは、ちょっとまた進んでいかないというとこ

ろもあると思いますので、またそういう取組に関しま

しては、新たな業務ということにもなりますので、今

の状況でですね、また職員体制もありますけれども、

この事業導入する際にどういう業務が新たに発生する

のかですね、あと備品とか機材等々、職員がこういっ

た配信する技術とかもどういったのが必要なのかとい

うのもいろいろ調査研究していかないといけないとい

うところもありますので、そういった全体的なものを

考えながらですね、今後検討させていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。 

○２番 新垣善之君 ２年前ですか、議員団で山口県

光市というところに行く機会があったんですけれども、

そこでも町を広報する、１分間か２分間ぐらいの広報

の映像があったんですけれども、そこは、おっぱい都

市宣言は、おっぱいまちだよ、子育てしやすい町だよ

ということでいろいろ、保育園なり教育環境がいろい

ろ整っているよということで、人を呼び込みたいとい

うような意味から作成されていたんですけれども、そ

ういった町のいいところを、かすりもありますよとい

うようなアーカイブスを作ってもいいのかなと。社会

福祉もみんな、南風原町は担っていますよ、いろんな

ところでいい町ですよというような広報を作ってもい

いかなと思うんですけれども、そこら辺もいかがです

か。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 町の広報につきましては、

総務課のほうでは広報誌のほうでいろいろ情報発信し

ておりますけれども、今言った南風原の魅力に関しま

しては産業振興課の観光協会等々、またそこにもいろ

いろなビデオ等々が、以前作られたものとかもあろう

かと思います。また平和学習等の教育委員会のところ

でもいろいろな動画等がありますので、やはりこちら

のほうも体制といいますか、どういった形で配信して

いくのかというのもですね、先ほど同様になりますけ

れども、この辺も含めてちょっと勉強させていただき

たいなと思っております。 

○議長 玉城 勇君 ２番 新垣善之議員。 
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○２番 新垣善之君 そうするとやっぱり南風原町の

よさをアピールすることで、産業の振興、ふるさと納

税の、またそこにいい町だねということで寄附される、

ふるさと納税をしてくれる方々も増えると思いますの

で、そういった面も含めて南風原町のよさをアピール

できる体制づくり、配信づくりをやっていければいい

なと思いますので、南風原町はいい町ですのでもっと

もっとＰＲしていきましょう。今回は以上です。 

○議長 玉城 勇君 お疲れさんでした。休憩します。 

休憩（午前10時18分） 

再開（午前10時20分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。６番 大城勇

太議員。 

 

〔大城勇太議員 登壇〕 

 

○６番 大城勇太君 皆さんおはようございます。善

之議員が１時間ぐらいやると思っていたんですけれど

もすぐ終わってしまったので、自分の考える暇もなく

て順番が来ました。まず初めに、皆さんは今回もコロ

ナのものだったり、ワクチンのものだったり、皆様に

はいろいろなもので大変ご苦労かけていると思います

が、皆様のおかげでこの南風原町またよく、住みよい

まちづくりができると思っていますので、これからも

どうぞよろしくお願いします。それでは、通告書に従っ

て一問一答でお願いします。 

 大きい１番、町内小中学校の安全対策について。（１）

津嘉山小学校の運動場の安全対策についてはどのよう

に考えているか伺う。（２）本町小中学校の照明設備や

防犯灯について現状を伺う。よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項１点目の（１）につ

いてお答えいたします。定期的に点検等を行い、危険

箇所がある場合には、それを除去し安全な教育環境を

維持する必要があると考えております。 

 （２）でございます。小中学校の照明等については、

必要に応じて設置されているものだと考えております。

以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。今回の

答弁内容が、危険箇所がある場合にはそれを除去しと

あるんですけれども、今回、小学校、サッカーも含め

て、少年野球、先日好春議員からもあったように、本

当に小学校の運動場に基準点になるものですかね。約

６個ぐらい飛び出ているものですから、もう10月前か

ら、学校教育課のほうにお願いしてどうにかできない

かなという話はしているんですけども、今回運動会が

あったので、運動会前にはどうにかしてくれないかと

対応をお願いしたんです。そしてこの時にやったのが

土を入れて対策をしたということなんですけれども、

二、三センチ出ているものに土をかぶせたら、もう５

センチ以上、上がっているような状態で子供たちがこ

れを走れるかと、僕は部長にもちょっと確認してみた

んですけれども、これはちょっと対応が、どうしても

すぐやる班との対応の仕方がちょっとうまく連携でき

てなかったのかと思うんですけども、そこら辺ちょっ

とお願いします。 

○議長 玉城 勇君 教育総務課長。 

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

今回ですね、電話が、こういうふうに出ているよとい

うことで電話があった際に、校長先生と教頭先生のほ

うと一緒に現場を確認してですね、これは危険があり

ますねということで早急な対応をまずはしないといけ

ないということで、盛り土をしようということになり

ました。その際に、ちょっと粗い作業になってしまっ

たっていうことは申し訳ないと思っております。以上

です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 出ているから危ないものに盛り

土をしたらもっと出てしまうので、これは今回、小学

校の校長先生も含めて、また取ったんですね、盛り土

を。余計な手間になってしまったので、ここまで出て

いるものですから、切ったりするのか、また土を入れ

るのか分からないんですけども、今後どういった対応

をするのかっていうのをお願いします。 

○議長 玉城 勇君 教育総務課長。 

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

今後ですね、きちんとした業者との調整を行っており

ます。一番的確に、安全に対応できるように業者のほ

うと協議中ですので、しばらくお待ちいただきたいと

思います。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ７年前か８年前にも一度砂を入

れて、土を入れて整地したという話は聞きましたけれ

ども、やはり五、六年もすればまたこれだけなくなる。

この砂も含めてですね、これからもまた五、六年すれ

ばまた砂がなくなるような形になるのであれば、また

同じような手間がかかると思うので、この防砂ネット

だったりだとか、防砂ネットであればある程度の砂が

たまる場所になるので、たまればそのあと土をまた入

れればいいとは思うんですけれども、やっぱりそういっ
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たこの防砂ネットとかも今後考えていく必要があると

思うんですけれども、いかがでしょう。 

○議長 玉城 勇君 教育総務課長。 

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

今議員のほうから提案があった方法についても、協議

して検討してまいりたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。やはり

この石でですね、実際に津嘉山小学校じゃない他校の

方が転んで、野球の試合で監督に運ばれてベンチまで

連れていったという話をお聞きしていますので、それ

だけで済んだからよかったのかなというふうに思いま

すが、また今後、これが重大事故にならないようにしっ

かりと対応していただけたらというふうに思っており

ますので、よろしくお願いします。 

 またこれは安全対策としてやっているんですけれど

も、小学校のＰＴＡでも、各小学校、中学校のＰＴＡ

で安全対策のために木の伐採を、草木の伐採を年に二、

三回やっているんですが、今回も同じ時期に翔南小学

校、南星中学校、津嘉山小学校やっています。この草

木の処理なんですけれども、実はこの草木の処理はＰ

ＴＡが処理代を払っているんですが、これは町側が負

担することというのも可能ですか。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前10時26分） 

再開（午前10時27分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

現在、このＰＴＡに対する草木伐採の補助金等はござ

いません。なので、ＰＴＡの費用だったりあと各学校

の費用にも役務費のほうに処分料というのがあるので、

その年の量によって学校で払ったりとかＰＴＡで払っ

たりというふうになっていますので、この草木の量を

見て予算を組むときに、また学校と一緒に予算等を組

んでいけたらと思いますが、補助金等というのは今の

ところ、現在ございません。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 今、議員からあった、ちょっ

とその辺についてはこちらのほうで把握していなかっ

たんですけれども、基本的に学校の安全管理とか管理

のために行われたものについては教育委員会の費用で

やるということで認識しております。ＰＴＡが何らか

の形でその辺を負担していただいていたということで、

それ負担になっているということであれば、ちょっと

学校のほうにもその辺であれば相談していただいて、

また我々のほうもその辺が負担にならないようにきち

んとした管理になるように対策を講じていきたいと思

いますので、その辺の情報もまたよろしくお願いした

いと思います。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。今回、

実は翔南小学校で13万円、南星中学校で９万円、津嘉

山小学校で３万円かかっています、草木の処理だけで。

結構翔南小学校も木の伐採が多くてですね、やっぱり

このものが多かったのか、重たかったのか、これだけ

の費用がかかっていますので、このＰＴＡの会費とい

うものやっぱり子供たちに費用というものは掛けたい

のかなというふうに僕も思いますので、このＰＴＡ費

用というものは学校側が出せないもの、陸上競技場の

スパイクだったりビブスだったり、そういったものに

充てたいというのが僕たちの心境なんです。親の心境

もそうだと思うんですけれども、やはりこれをどうに

か予算化してですね、この処理だけでも、親は日曜日

の休みに来てみんな作業をしているわけですから、こ

の作業の処分代だけでも、是非検討していただけたら

というふうに思いますので、是非これはよろしくお願

いします。 

 それでは（２）番に行きます。小学校の照明灯なん

ですけれども、現在南星中学校も結構全部、ほとんど

外の電気が消えていてですね、これも実はお願いはし

てしていて、実際に今、学校側が簡易的なＬＥＤを1,700

円ぐらいのＬＥＤを何個かつけているんですけれども、

この必要に応じて設置されているというのは学校側が

設置しているだけであって、実際に南星中学校でも防

犯灯のＬＥＤもつけたけれども、１週間で壊れてしまっ

たというものもあると思いますが、今後、今実際につ

いている照明ですね、学校の照明は、これはもう直す

ものなのか直さないものなのか、ほかにまたＬＥＤを

つけるのかつけないのかという検討があればちょっと

お聞きします。 

○議長 玉城 勇君 教育総務課長。 

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

今故障している防犯灯等についてはもちろん修繕させ

ていただきます。ＬＥＤ等の手法に関しては、今後の

検討になっていくと思います。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 やはりこの時期ですから、雨が

降ればもう５時半ぐらいから暗くなりますので、子供

たちの部活動の帰りだったりとか、津嘉山小学校もそ

うですけれども、南星中学校もほとんど帰りは暗いよ

うな状態で子供たちが下校しますので、また学校から

出れば結構ＬＥＤがついているので、この防犯灯とい
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うのは、地域の防犯灯はついているかと思いますが、

やはり学校から出るまでの間に、子供たちにとっても

防犯灯というのは大事なのかなというふうに思ってい

ますので、是非これに対しても是非検討していただい

て、早急に対応していただけたらというふうに思いま

すので、是非ご検討のほどお願いしたいと思います。 

 それでは大きい２番に行きます。本町役場体制につ

いて。（１）総合案内の設置の検討はあるか。（２）窓

口業務委託の検討あるか。（３）口元が見えるマスクの

導入を検討してみてはどうか。よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 では、質問事項２点目の役場

の体制についての（１）についてお答えします。総合

案内の役割を住民環境課窓口で担っており、現段階で

は検討しておりません。今後も来庁者の利用しやすい

環境づくりに努めてまいります。 

 （２）についてお答えします。住民票等証明書発行

業務の民間委託については検討しましたが、住民サー

ビスの観点や費用対効果など総合的に比較検討した結

果、現体制が望ましいという判断をしました。 

 （３）についてお答えします。本町では、新型コロ

ナ対策に も有効であると判断し、不織布マスク等を

使用しております。手話通訳職員は口元が見えるマス

クを着用するなど、必要に応じて適宜使用しておりま

す。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ご答弁ありがとうございます。

今回このような質問したんですけれども、ちょっと再

質問の前にですね、こちらにおられます部長、課長に

ちょっとお聞きしますけれども、私は接客接遇は、こ

の南風原町で一番だと思っている方、手を挙げていた

だければ。いないでよろしいですか。実はですね、今

日いろんな窓口を回ってきたんですけれども、朝、お

はようございますと言う人が２人しかいなかったんで

すね。各課回ったんですよ。やはり、これは朝の接遇

というものは基本的に挨拶、身だしなみ、表情、立ち

振る舞い、そしてあと１個が言葉遣い、これが接遇の

５原則のマナーだと思うんですけれども。やはりこの、

今、質問した理由があってですね、南城市のほうにも

お邪魔して、豊見城市のほうにもお邪魔して、南城市

のほうは総合案内があったんですけれども、総合案内

の方がいるために、来庁したときには、「おはようござ

います。お客様、本日はどのようなご用件でしょうか」

と聞くんですね。本町、先ほどこの答弁の内容で、住

民環境課の窓口が総合案内を担っているというんです

けども、町民はこの住民環境課が総合案内の役割をし

ているというのは分かっていますか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 それでは勇太議員のご質問

に対してお答えいたします。まず冒頭で部課長にサー

ビスについて十分かというご質問が、接遇についてあ

りましたが、我々は一番ということではなく、まだま

だ向上していくことはあるというふうに意識をしてお

ります。ただ、接遇に対しては、他の市町村より悪い

ということでは認識しておりません。町民の方からも、

南風原町の窓口よかったなということも多数寄せられ

ておりますので、我々職員の接遇が悪いという認識は

ありません。ただ、日々努力して向上していくという

ことは認識しておりますので、どの部課長、管理職も

手を挙げなかったのかなと私は認識しております。ま

た朝の挨拶についてはどのような形で回ったか確認さ

れておりませんが、できるだけ笑顔で対するように各、

ここにいる部課長ですね、部下に対しては、日々指導

しているところであります。すみません、休憩お願い

します。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前10時36分） 

再開（午前10時36分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 後の質問に対して、住民

環境課が総合窓口を担っているということはあります

が、ただ、一番 初の窓口でありますので、そこで対

応しようということでやっています。ただ、勇太議員

からあるようにですね、そこが総合案内窓口だという

掲示もしていないことから、住民にとっては分かりづ

らい点があるかなということは認識しております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。実は自

分のところに苦情が来ていてですね、この窓口の対応

が悪かったというふうなことがあったので、 近、喫

緊で窓口、どのような窓口に苦情があったのか。多分

町にも寄せられると思うんですが、どのようなものが

ありましたか。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 具体的、こうこう言ったと

かではなくてですね、かなり南風原町、今、まちメー

ル、町政提案箱でホームページを通して、また１階の

町民ロビーを通してですね、町政提案箱という町民か

らの声が頻繁に寄せられる体制を取っていまして、そ

の中で、やはりこの方がですね、町民が意に沿わなかっ

たとか、また悪かったという対応の悪さについても一

応声はあります。 
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○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 この声があるからにはまたそれ

を改善してですね、いいものはいいで、もちろんそれ

は続けていってほしいんですけれども、やはりこの総

合案内とか窓口業務委託の検討はありませんというふ

うなことがありましたが、実際にこの窓口業務の向上

のために、本町はどのようなことを行っているのかお

聞きします。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 順次サービスの向上の観点

から、これまで幾度も庁舎の在り方について何度も検

討してきております。現行の１階の住民環境課、こど

も課、国保年金課が配置しておりますが、これも職員

からの提案で１階の窓口が多い、住民課が一番多い対

応するところを１階に集めたほうがいいんじゃないか

ということで現行の体制となっております。また総合

窓口案内についてもこれまでも何度も検討しておりま

すが、やはりこの１名、窓口の案内の在り方、また、

どのようにやったほうがいいのか、先進地の視察もし

ながら検討した結果ですね、南風原町の規模などは、

やはり現行のほうで対応したほうがいいのではないか

ということでもやっておりますが、ただ今後ですね、

近も南城市とか豊見城市なども検証しておりますが、

日々、必要に応じて改善をしていきたいと考えており

ます。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 豊見城市はお聞きしたところ、

まだ会計年度任用職員というものがなかったときに、

職員も雇用の正規職員にするということも踏まえて

やったということをお聞きしました。大阪の寝屋川市

が接客のプロを作るためにマナー講座や接客コンテス

トを役場職員がやっているそうで、これは去年から始

めたそうなんですけれども、やはり行政は手続をする

ところだけではなくてですね、ここに来れば何かを解

決してくれる。役所という感じが役に立つところとい

うふうに書いていますので、それに変えていきたいと

いう思いから接客は、やはり窓口は役場の顔ですので、

これは徹底してやらなければいけないということをやっ

ているそうです。やはり、今回ですね、質問に上げた

ので、是非ですね、このマナー講座だったりというも

のをやっていただいてですね、やはりもう皆さん忙し

くてですね、今回コロナの影響だったりとかもあるか

と思いますが、笑顔を忘れずに皆さん接客していただ

けたらと思いますので、是非このマナー講座を、来年

の４月に向けてやっていただきたいと思いますが、見

解を伺います。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 日々、町民サービスの向上

は我々の大事な使命だと考えております。また、常日

頃から部課長により、部下へのマナー指導は行ってい

るところでありますので、ただ、今、今日もですね、

議会事務局の職員が別の課に配置されるような流動体

制を取るなどをしているところでありますので、一堂

に会してですね、今このマナーの講習の時期が適切か

どうかは考えながらですね。ただ、そういった一堂に

会してじゃなくて、日々上司から部下に対してのマナー

接客は指導しているところであります。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。やはり

笑顔は笑顔で返ってきますし、怒りは怒りでしか返っ

てきませんので、是非このようなものを是非取り入れ

ていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

 （３）の口元が見えるマスクの導入をということで

再質問しますが、前回も口元が見えるマスクの質問も

ありましたけど、僕は全く違って、今回、保健福祉課

のほうで、手話通訳が必要な方に対応しているという

ふうなことをお聞きしましたが、難聴を患っている方々

も実は結構外見では分からなくても、マスクをしてい

たらそれを見て取れるというふうに言っていますけれ

ども、やはり口元が見えるマスクというものは、相手

に聞くわけじゃないじゃないですか、「難聴ですか」だっ

たり「必要ですか」と聞いてしまったらそれはもうちょっ

と申し訳ないので、もし対応するのであればすぐにで

すね、手話通訳が必要な方だけじゃなくて、保健福祉

課は特に必要になっている方々がいると思いますので、

また学校に対しても英語とかではやっているとは言っ

ていますけれども、是非この口元が見えるマスクを本

町で導入してはどうかというふうに思います。なぜか

と言うと、これ全体的にマスクをしているので、笑っ

ているか笑っていないかも実は分からないんですね。

マスクをしても必ず笑わないといけないじゃないです

か。お客さんが来たら。だから是非ですね、本町だけ

でもまずは試しにやってみたらというふうに思います

が、いかがでしょう。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。先ほど

副町長の答弁でありましたけれども、やはり感染防止

の観点から、今、不織布のマスクを推奨しているとこ

ろもございます。ただ、必要に応じて適宜ですね、窓

口であったりその部署部署で対応しておりますので、

そういう形で今後も対応させていただきたいなと考え

ております。 
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○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。まだま

だコロナ、次のオミクロン株も含めてですね、まだま

だ予断が許されないと思いますので、今後も含めてマ

スクはまだまだ続くと思いますので、是非こういった

ものも含めて対応していただければ、本町職員が笑っ

ているのか笑っていないのかしっかりと見て取れます

ので、是非これは検討していただけたらというふうに

思っていますのでよろしくお願いします。 

 続いて大きい３番、津嘉山公園について。（１）パー

クゴルフ場は工夫して18ホールにできないか。（２）芝

植えの時期は現時点から始めなければ、芝が定着して

からの供用開始だと１年後になると思いますが、芝整

備は管理棟と同時進行ができないか。（３）津嘉山公園

の管理や芝整備は字が求めていますが、管理も含めて

委託することは可能か伺います。お願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 それでは質問事項３点目の津

嘉山公園についての（１）についてお答えします。パー

クゴルフ場を９ホールとしているのは、公園の規模、

ホール間の延長も考え、津嘉山区の地域代表の皆さん

との意見交換の上、決定していますので、現計画で進

めてまいります。 

 （２）についてお答えします。一部、芝植えの工事

と駐車場の舗装工事を11月に契約済みであります。 

 （３）についてお答えします。津嘉山公園の管理方

法については、字も含め協議して決めることにしてお

ります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ご答弁ありがとうございます。

今回のこのパークゴルフ場なんですけれども、伊江島

のほうでこのパークゴルフ場も見てきました。このパー

クゴルフ場は今９ホールなんですけれども、各市町村

まだまだパークゴルフ場が増えます。以前にもこのパー

クゴルフ場の件でも質問しましたけれども、やはりこ

れは工夫してというふうに書いているので、これは工

夫はもうこれ以上できないということでよろしいです

か。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 勇太議員の再質問にお

答えします。そうですね、今、回答にもありましたと

おり今の９ホールの計画で、部落の代表者の皆さんと

協議して、広さの検討とかをやった結果で今の９ホー

ルとなっていますので、今の９ホールの現行で行きた

いと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 この伊江島のパークゴルフ場は、

もう30センチぐらいの土手を隔ててすぐ隣のホールが

あるぐらい近い距離でのホールが、３ホール、４ホー

ルぐらいあるんですね。今回このパークゴルフ場の図

面も見ましたけれども、どうにか工夫したらあと９ホー

ル増やせるのではないかと思うんですけれども、この

間、間というのは結構離れているのか、離さないとい

けないのか、何かしらの基準とかというのがあるんで

すか。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 パークゴルフ場に関し

てはですね、パークゴルフ場協会設置基準というのが

ありまして、コースは９ホール対応としてレイアウト

するということで、９ホールであれば協会の基準で行

うということになっています。多分、これ平成24年ぐ

らいに部落との協議とかを４回ぐらい、いろいろこの

レイアウトとかほかの施設も含めて協議された中でこ

の審議もなされていると思います。今言ったように、

間を幾ら離しなさいとかそういう基準はないです。た

だ、今言ったように、協議の中でも１か所当たりの距

離を30から50を取るとかそういう議事録とかがあるも

のですから、その中で決定した今のパークゴルフ場に

なっている関係で、議員がおっしゃるように、間を狭

く、今の広い中で２つを造るとか、そういうのをやる

という考えは今ところはございません。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 これ平成24年に地域の皆様と交

換したということはもう約10年前ぐらいですね。10年

前といえばもう話は変わるのかなというふうに思いま

すが、改めて地域の皆様と今後のパークホール、９ホー

ルでいいのか検討するという考えはないですかね。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 確かに、議員をおっ

しゃるように、平成24年ぐらいから計画が始まってで

すね、どうしても地域の皆様にちょっと迷惑をかけて、

なかなか進まないというのが現状であるんですけれど

も、そのときの地域代表の区長さんも代わられており

ます。今後ですね、今ちょうど、今年管理棟を終えて

いる関係で一部供用も予定しています。今後はまた、

この間も新しい区長さんにもお会いしに行きました。

前担当も、新しい区長さんに代わってからもいろいろ

協議をされたということも聞いています。その辺も含

め、現状の、当初の審議会でやっている案で進めてい

くというのを執行部にも伝えていまして、現区長さん

も今からの、審議会も多分変わられているとは思うん

ですけれども、その辺も協議しながらですね。ただ、
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今の現段階では当初の審議会を、じゃあ何のための審

議会だったかというのも、もちろん20何年となると、

ちょっと遡ってはいますけれども、それを覆すとなる

と、一転二転というのはよくないというか、信頼性が

なくなる関係で今の現行案で行くということで現区長

さんとの協議も今行っているということになっていま

す。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 これ９ホールといったら、多分

この９ホールの間でも、距離をまた大きくしたり小さ

くしたりして18ホールみたいな感じでやるかとは思う

んですけれども、これ９ホールといったら大会等とい

うものはできるんですかね。つまらないのかなと思う

んですけれども。人が例えば多くなれば多くなるほど、

ここではできないんじゃないかといって、またほかの

市町村に行くような可能性というのはないですか。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 現段階では、確かに９

ホールという計画であるんですけれども、その計画し

たときにもですね、隣市町村、先ほど勇太議員も伊江

島を見たというのをお聞きしたんですけれども、その

当時も何か所か先進地を視察しながら、もちろん先進

地を視察したところ18ホールあったりとかですね、そ

ういうのもあるんですけども、どうしても先ほど答弁

にもありましたとおり、多分伊江島のパークゴルフ場

と比べて、津嘉山公園は規模もちょっと違うのかなと

いうのを私なりに感じていますけれども、その津嘉山

公園の中で考えたときに、９ホールはどうしても取れ

ない。そうなるとパークゴルフ場だけということにも

なりかねないというのも、その当時その話もあってで

すね、それで今回の９ホールになったということになっ

ています。今おっしゃるように、ほかのところに行く

とか、そういう懸案事項ということになる可能性もあ

りますけれども、基本的には、津嘉山という名前があっ

てですね、第一に地域のための公園、町民のためとか

ですね。近場には、南城市にもパークゴルフ場がござ

います。西原町にもございます。ここに人が逃げると

いうふうな懸案は一応持ってはいません。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 今から造るものですから、せっ

かくですからいいものを造れば、津嘉山もいいのかな

というふうに思いますので、是非、検討する機会があ

ればもう一度検討していただきたいなというのが意見

ですのでよろしくお願いします。 

 （２）一部芝植えの工事は11月に契約済みとありま

すが、これは芝を植えてから住民、町民に共有できる

のはいつ頃になりますか。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 答弁では11月に契約を

済ませているということでですね、今準備段階で、年

明けから芝張り等の工事が入ってきます。さきに発注

しています管理棟の工事を１月末の完了を目指して今

やっている 中です。それに向けて供用開始を今のと

ころ予定では３月末の予定でしています。となると、

４月以降というか、早ければ４月以降にということで

供用開始の予定をしています。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。これ芝

を植えて、もうすぐ４月には供用開始できるというこ

とでよろしいですかね。これ１年間はちゃんと芝が生

えるまでやらないといけないのか、それとも植えたら

もうすぐ遊べるような芝なのか、そこら辺をお願いし

ます。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 お答えします。そうで

すね、先ほど答弁にもありましたように11月に契約し

て、今から芝張りとかするんですけれども、メーカー

さんとかいろいろ問合せがあって、根づくのは１か月

程度で根づくというのは確認をしています。ただ、議

員おっしゃるように、もちろん１年置けば本当にもう

根づいた格好になるんですけれども、３か月程度で供

用開始するかということではあるんですけれども、実

際に今回の芝に関してはセントオーガスチンというこ

とで、粗い芝。通常の、パークゴルフ場では高麗芝と

いうことで、細かな、ゴルフ場とかでやっているよう

な芝ではあるんですけれども、ちょっと粗めのですね、

散策程度で、座ったりするような芝になっているもの

ですから、１年置かずとも、供用開始できるものと一

応認識をしています。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。では、

じゃもう４月に供用開始しますという看板を是非張っ

ていただいてですね、やっぱりここでできるんだ、使

えるんだというものが分かれば、近くにいる子供たち

も遊びに行けると思いますので、４月に供用開始しま

すという看板をできますか。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 ただいまですね、管理

棟を、終盤工事やっています。４月１日すぐというの

は今の段階ではまだ、駐車場の舗装の工事があったり、

今言った芝の管理、３月ぎりぎりまでになったとして

も、４月にはというのは、今のところあくまでも予定
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であって、やりますという断定はできないものですか

ら、今の段階では予定でやっていますということで、

令和３年度ですね、ご了承のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 あまり突っ込んだらもう話があ

れですので、もう４月予定とかね、そういったもので

もまたちょっと難しいのかなというふうに思いますが、

本当にこの公園、やっぱり皆さん見ていますので、い

つできるんだ、いつできるのかというのも毎回毎回聞

かれるものですから、管理棟ができるとそろそろいろ

んなものができてくるんじゃないかということもあり

ますので、やはりですね、これもこの管理棟ができた

ら、まず一部散策だったり、この遊歩道だったりが使

えますよというのもですね、やはり自分的にはまた話

ししないといけないのかなというふうに思いますので、

是非４月予定ということは、もう僕はツイッターで発

信しますので、是非ですね、４月にできるようによろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは（３）ですが、もう４月にできるというこ

とになれば、この管理棟自体に誰か置かないといけな

いのか。それともこの管理棟をやればトイレも使うの

で、これからまた管理だったり指定管理だったり、そ

ういったものが必要になるかと思いますが、この字も

含めて協議し決めることにしていますとありますが、

どのような状況になっているのかというのをお聞きし

ます。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 先ほど管理棟を今現在

工事しているということで、管理棟の工事に関しては、

もちろんトイレと管理棟。管理棟に関しては今回は人

員配置はしません。どうしても人員配置となると、パー

クゴルフ場の供用をしたりとか、貸出し料金とかそう

いうのも出てくるものですから、今回はトイレを使え

る状態にしてですね、先ほど議員もおっしゃるように

近くの園児が散策して使えるような状態にしたいとい

うことで、芝の張りと近くの園児が利用できるような

トイレですね、その分を一応予定しています。あと回

答にもありますとおり、字も含めて協議というのは示

していますけれども、今現段階で字に指定管理すると

か、そういう取り決めを、決定事項ではありません。

回答のとおりですね。前区長も何度か出向いて僕らも

言ってもいるんですけれども、前回の区長と、協議し

た区長と代わっています。多分審議会の皆さんも代わっ

ていると思います。その中で、回答にあるように協議

もしながら、どのような指定管理をするのか、町が管

理するのかというのを取り決め、今後進めていきたい

ということです。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。今回津

嘉山の字のほうに指定管理という形でですね、老人会

のほうも是非やっていただけたら、これはシルバーサー

ビスじゃないですけれども、仕事に、雇用にもつなが

るんじゃないかということで、結構字のほうに話も来

ているそうなので、是非ですね、この字のほうと話し

してどういったものがいいのかというものを含めて、

今後検討していただけたらというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

 長くなりましたけれども、今回は台本を作らずにやっ

てみました。それで20分ぐらいで終わるかなと思いま

したけれども、結局40分近くかかりましたけれども、

またこれからもですね、今年１年終わりますけれども、

皆様方とまたこの住みよいまちづくりのために一生懸

命頑張っていけたらというふうに思いますので、よろ

しくお願いして、一般質問を終わりたいと思います。

ありがとうございます。 

○議長 玉城 勇君 お疲れ様でした。休憩します。 

休憩（午前11時00分） 

再開（午前11時08分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。14番 宮城寛

諄議員。 

 

〔宮城寛諄議員 登壇〕 

 

○14番 宮城寛諄君 おはようございます。一般質問

を始めていきたいと思います。大きい３点を質問いた

します。 

 １点目に、山川体育センターの整備をいうことであ

ります。これは何度か質問している項目です。（１）防

球ネットの破損、それから照明灯の球切れなどが以前

から見られます。それからグラウンドの面整備も含め

て改修を求めてきました。改善かな、求めてきました。

水道の水漏れは改修をしてありますけれども、その他

はいまだ放置されたままであります。整備の予定をお

聞きいたします。 

 それから大きい２番目、マイナンバーカード取得へ

の恩典付与について。マイナンバーカードを作成する

と5,000円分、健康保険証としての利用登録で7,500円

分。預貯金口座とリンクさせると7,500円分のポイント

を与えると閣議決定をしているようであります。その

恩典を町としてもさらにプラスする、そういう考えが
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あるかどうか。その点をお聞きしたいと思います。 

 それから大きい３番目。ちょっと休憩お願いします。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時13分） 

再開（午前11時13分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。14番 宮城寛諄議

員。 

○14番 宮城寛諄君 大きい３番、国民健康保険税の

減額を求める。（１）国民健康保険税の未就学児に係る

被保険者均等割の額を10分の５に減額することが提案

されています。今議会にですね。全世代対応型の社会

保障制度を構築するためと理由が述べられていますけ

れども、私は子育て世代への支援と考えますが違いま

すか。お伺いします。 

 （２）今回これの制度で未就学児の減額となりまし

たけども、18歳までの子供たちまで拡大したらどうで

しょうか。以上３点、お伺いいたします。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項１点目の（１）につ

いてお答えいたします。防球ネットの破損につきまし

ては今回の補正で修繕費を計上させていただいており

ます。他の修繕については必要に応じ指定管理者と協

議の上、今後対応していきたいと思います。以上でご

ざいます。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 それでは質問事項２点目のマ

イナンバーカード取得への恩典付与についての（１）

についてお答えいたします。マイナポイント事業の本

町独自のポイント上乗せについては行う予定はありま

せん。 

 質問事項３点目の国民健康保険税の減額を求める。

（１）についてお答えします。子育て世帯の経済的負

担軽減の観点から減額するものです。 

 （２）についてお答えします。今回の改正は未就学

児までとなっており、町独自で対象年齢を引き上げる

ことは考えておりません。以上です。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 答弁ありがとうございます。体

育センターの整備について、今回の補正予算にネット

の修繕費を計上しております。ありがとうございます。

是非早めの修繕をお願いしたいと思います。これも長

い間要求してきたことであります。特に心配なのは、

山川の集落ライト側、多くの住宅ができて、ただ鉄筋

コンクリート建ての建物にボールが当たるぐらいでは

どうってことないんですけれども、ガラスとか、それ

から今は太陽光発電のパネルを屋根に載せたのが非常

に多いんですね。その辺の飛球によって、要するに壊

したりするということで、そういうことが非常に懸念

されたわけです。この辺はもう早めの修繕をお願いし

たいと。それから、これからの問題だと思うんですけ

れども、センター側も畑があってサトウキビ畑に球が

飛ぶということはあったんですけれども、今工事が入っ

てあの辺も住宅が建つ可能性があります。だからセン

ター側も防球ネットのかさ上げをしないといけない。

時期が来るかもしれません。この辺はもう今度質問し

てありませんので特に答弁要りませんけれども、その

辺も検討をしていくことが必要だというふうに思いま

すので、その辺は頭に入れといてほしいと思います。 

 それとその他、照明等の球切れとか、面整備とか、

いろいろ私はその辺の整備の予定というふうにお聞き

したんですけれども、 初の答弁にはその点が書いて

ありませんでした。今、教育長の答弁では、その他の

修繕についてはというふうにお答えしておりますので、

その辺、グラウンドの面整備とか、球切れとか、その

辺は今後指定管理者との協議の上ということですので、

是非その辺を協議してやってほしいというふうに思い

ます。これもコロナ禍でこれまでナイターの試合がな

かなかできなかったということもありますけれども、

今後の問題としましてもやっぱり球切れの中で、夕方、

大分暗くなっていますので、子供たち、少年野球も向

こうで練習していますので、その辺のけがにつながる

ようなそういう照明、それからグランドの面整備もそ

うです。先ほど津嘉山小学校の話もありましたけれど

も、風向きによって砂が動かされて、大分凸凹ができ

ています。山川体育センターについては、砂が動くと

いうよりもセンター側は芝生の中に入り込んでちょっ

と高くなっているんですね。内野側とセンター側の段

差があります。そういうところではイレギュラーバン

ドといいますか、そういうことも考えられます。そう

いう意味では面の整備も必要じゃないのかなと思いま

すので、そこは指定管理者と協議の上ということです

ので、是非その辺も早めにやってほしいというふうに

思いますけれども、皆さん方はその辺はどれぐらいと

いうふうにスパンを考えていますか。要するに、今後、

何年以内ぐらいにはやっていこうと考えていると、そ

ういう考えはありますか。 

○議長 玉城 勇君 教育総務課長。 

○教育総務課長 比嘉純子さん お答えいたします。

南風原町のほうで抱えている施設は多くあります。そ

の中で修繕が必要な部分については、今後も計画的に

進めてまいりたいと思っております。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 
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○14番 宮城寛諄君 是非、計画的にということです

のでその計画を出してほしいんですけれどもね。是非

その辺は計画的にというので、財政の面もありますで

しょうから、その辺は是非優先順位などをつけてやっ

てほしいというふうに思います。２点目に移ります。 

 マイナンバーカードの取得の恩典についてなんです

けれども、町独自でもポイントの上乗せをやりますか

という質問をしたのは、この閣議決定されたのが２万

円分のポイントをつけるというふうな話と一緒に、各

自治体においても独自に、要するにやってもいいと。

その代わりこれは後で、交付税で措置するというふう

なことが報道されていました。それを私はだから南風

原町でもやる必要があるんですかとお聞きしたわけで

す。ないということですので、私はそれはそれでね、

ポイントを与えることでマイナンバーカードをもっと

もっと、何て言うんですか、取得を急がせるような、

そういうことはしないでほしいという趣旨で私は質問

いたしました。一つには、今度、デジタル庁というも

のが国のほうにできまして、そこにそういった情報を

集約するということの狙いがあるということで、一つ

には、そういったデジタル化というのを、私は否定す

るものではありませんけれども、デジタル化によって

これまでの行政でももっともっと便利になっていきま

すし、その辺は是非デジタル化も進めていくのは必要

だと思うんですけれども、ただ、それによって国のほ

うでそういった国民の情報を管理するという危険が、

私は危惧されるわけです。特にですね、昨年の12月25

日、菅内閣のときですけれども、マイナンバーカード

の機能拡大などを盛り込んだ工程表なるものが発表さ

れました。それによると、昨日の一般質問でもありま

したけれども、例えばマイナンバーカードの普及は2022

年度中に、ほぼ全国民カードを持つというふうなこと

を狙いに置いているんですね。それから今年の３月か

らマイナンバーカードを健康保険証として運用の開始。

将来的には運転免許証や大学の学生証等一本化を進め

る計画があります。それから資産把握やプライバシー

保護との兼ね合いなど、このことが多くの国民から危

惧されているわけですけれども。それから全ての預貯

金口座や国税年金、要するにマイナンバーカードにひ

もづけて、そういうふうに持っていくと。このことが

国民から今危惧されてマイナンバーカードの伸び率が

悪いというふうに言われています。今年の10月時点で、

マイナンバーカードの普及率はたしか38％止まりかな。

38.6％、10月７日現在というふうになっているんです

けれども、そういうふうな、なかなか伸びないという

ふうな状況にあるんです。要するに国民の危惧してい

るところがあるわけです。だからそのデジタル庁に一

つの情報が全部、国民の情報が集約されてどう使われ

るのかというのが非常に心配だということです。それ

をさせないために――させないと言ったらおかしいけ

れども、そういう懸念を払拭するためにも信頼できる

国を、行政を取り戻さないといけないと私は思うんで

すけれども、国民のほうは、その辺はだから、国のほ

うはポイントをつけてもっともっとというふうにやっ

ているんですけれども、そういったことはやめてほし

いというふうな気持ちで私は今度の質問をいたしまし

た。皆さん方は今度のデジタル庁の開設によって、国

民が非常に懸念しているデータの一元化というか、要

するに集約するということに対してどういうふうなお

考えを持っているんですか。その点をちょっとお聞き

したいと思います。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えします。国が

個人情報を一元化するというご質問だと思います。マ

イナンバー制度導入により、情報を一元管理するよう

なことは一切ございません。情報の管理に当たっては、

今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその

機関が管理し、必要な情報を必要なときだけやり取り

する分散管理という仕組みを採用しています。特定の

共通データベースを作ることもありませんので、そう

いったことからまとめて情報が漏れることはございま

せん。以上です。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 そういった、今、国はそういう

ふうなことを言っています。今、課長のおっしゃった

ようなね。それでマイナンバーカードにいろんなこと

をくっつけてどうですかというふうなことで、ポイン

トをつけたりもいろいろしているわけです。そのこと

が、非常に怖いというのが今多くの国民のあれではな

いではないでしょうか。例えばね、いろいろこれまで

言われてきたことがだんだん、要するに各地域でやっ

ている、個人情報の管理とか、そういうものももう統

一させようみたいな、各自治体で違うわけですから、

そういったこととか、地方公共団体情報システムの標

準化に関する法律というのが出ているんですけれども、

これなども、例えば住民サービスに関わる情報システ

ムは国が定めると。その標準に適合させるよう自治体

に義務づけするとか、そういう動きもあるわけです。

要するに独自の仕様変更は原則禁止にするというふう

なことも今、出ています。それから複数の自治体でク

ラウド化で同じようにするというふうなこと、要する

に各自治体の情報を守ろうという、個人情報ね。そう
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いうのも一元化をして、国の言うとおり標準化させる

というふうなことも今動きがあります。そういうこと

で、非常に今後の動きですかね、非常に怖いというふ

うなことで私はその辺は今度のマイナンバーについて

も、あまりにもそういったポイントを与えるから、個

人情報をよこせみたいな、そういうふうなことにしか、

僕はそういうふうにしか見えないものですから、特に

地方自治体というのは、情報が集積されたところなん

ですね。いろんな情報が各自治体にはあります。そこ

の情報をマイナンバーカードでいろいろなこととひも

づけて、 終的には一つに持っていくという動きがあ

ると。この辺は、私はそういう指摘をして終わります

けれども、ですからあまりにも急ぎ過ぎない。ポイン

トをあげるからどんどんやりなさいというふうなこと

はやるべきではないというふうに思います。その辺は

意見を述べて、これで終わります。 

 それから３点目に行きます。国民健康保険税の減額

を求めるという、この点について質問いたします。今

の３点目についてですけれども、子育て支援、経済的

負担軽減の観点から減額するものです。そういうこと

だと思います、私も。全世代型対応の社会保障云々あ

りましたけれども、それもあるんでしょうけれども、

その中で検討されたものでしょうけれども、大きくは

子育て世代の経済的負担軽減と。そのためにそういっ

た国民からもこの均等割をなくせという声も今あちこ

ちで上がっています。私は、以前そのことも質問しま

したけれども、そういう声にも応えての国のほうでの、

未就学児については均等割２分の１というふうにした

んだというふうに思います。要するに子育て世代の負

担軽減ということであれば、（２）に行きますけれども、

もっともっと未就学児と言わずに、高校生まで、18歳

までは拡大していくというのが望ましいのではないの

かなということで、（２）の質問をしております。町独

自で引き上げる考えはありませんということですけれ

ども、このことは未就学児で町としてもこれで終わら

せる。今後、検討の余地はありませんか。例えば、医

療費の無料化にしても、未就学前から小学校卒業、中

学校、高校というふうに全国でもどんどんどんどん広

がっているんです。子育て世代の負担軽減ということ

であれば、保険料についても減額をするということが

必要ではないかというふうに思うんですけれども、皆

さん方はその辺はどういうふうにお考えですか。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 宮城寛諄議員のご質

問にお答えします。（２）でありますように、18歳まで

年齢を拡大したらどうかですが、今回の上程した議案

では未就学児を対象としていますが、今後、地方６団

体を含め、この年齢を拡充するような動きがございま

す。本町としましても、拡充に向けて要請を行ってい

ます。本町としましても、子供の均等割軽減措置の年

齢を引き上げ拡充であったり、またこの減額した分の

国の公費による財政支援を６団体とともに引き続き要

請してまいりたいと考えます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 何と言うんですか。知事会とか

町村会とか市長会とかなのかな。地方団体ということ

になりますと。そういったところでも、そういった拡

充の議論があるということであるようですけれども、

是非その辺は皆さん方も議論を進めてほしい。そして

医療費の無料化の南風原町は他の市町村に先駆けて、

子供たちのそういった医療費に係る無料化を実現して

きて、いろんな子育て世代のそういった負担というか、

若い皆さん方に負担をかけないというふうなことで無

料化にしたり、現物給付したり、いろいろあったわけ

です。そういう意味からでもね、その保険料について

も、その辺は地方公共団体のほうでもいろいろ検討さ

れているようですので、その辺は皆さん方是非検討し

て、少しでも、１歳でも多く伸ばしていくという、拡

大していくという考え方を持ってほしいというふうに

思います。その辺は町長、いろんな諸団体でもその辺

を積極的に是非進めてほしいというふうに思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 寛諄議員のご質問にお答えをい

たします。先ほど担当課長から答弁がございましたよ

うに、地方６団体のほうでも、議員さんご質問の趣旨

のようにですね、議論がされているというふうに伺っ

ておりますし、やはり南風原町としても、この子育て

世代の支援をしていくという根本的な部分もございま

すので、私もまた機会を捉えてですね、そういったふ

うなことに対してはその要請等がございましたら、私

もまた加わっていきたいなというふうに考えておりま

す。以上です。 

○議長 玉城 勇君 14番 宮城寛諄議員。 

○14番 宮城寛諄君 町長、ありがとうございました。

是非そういった６団体、町村長会で頑張ってほしいと

希望を述べまして、終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○議長 玉城 勇君 お疲れ様でした。休憩します。 

休憩（午前11時39分） 

再開（午前11時40分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 
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 通告書のとおり順次発言を許します。３番 岡崎 晋

議員。 

 

〔岡崎 晋議員 登壇〕 

 

○３番 岡崎 晋君 ３番、岡崎晋です。よろしくお

願いします。一括質問、一括答弁を予定していたんで

すが、まず１つ目の大きな質問を申し上げます。20年

後の本町の姿を描く都市計画マスタープランについて。

（１）20年後の本町の姿を描く、来年３月に策定され

る都市計画マスタープランの策定に向けて、町民の意

見を広く丁寧に募ったのは非常によかったです。その

意見や要望が計画に反映されるものに何がありますか。

（２）20年後の適正人口をどう見ますか。（３）田園都

市である本町の農用地は20年後にどれだけ減りますか。

（４）高層住宅建設が続くが、本町の景観条例に沿う

ものですか。（５）災害に強いまちにするため、地滑り

対策と津波に備えた河川対策はどうですか。以上、ご

答弁をお願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 それでは質問事項１点目の20

年後の本当の姿を描く都市計画マスタープランについ

ての（１）についてお答えします。策定において町民

アンケート、各地域でのワークショップ、意見交換等

で広く町民の意見や要望を拝聴しました。これまでの

経過を踏まえ、全体構想の７つの分野別に方針を定め、

その中に反映されております。例えば、土地利用、市

街地形成、交通体系等は地域の課題解決に向けた方針

を掲げております。また、地域別構想においては、各

地域が身近に感じる課題を整理した上で課題図を示し、

各分野別に方針を掲げていますので、概ね町民の意見、

要望については反映できたものと考えております。 

 （２）についてお答えします。都市計画マスタープ

ランの将来人口推計については、都市計画運用指針に

基づき、国立社会保障・人口問題研究所の推計する将

来目標人口４万3,000人を採用しております。 

 （３）についてお答えします。農用地区分は今後も

維持、保全に努めることが基本方針です。市街化調整

区域内の農振白地については状況や立地特性に応じ、

計画的誘導地区として都市約土地利用も視野に入れた

方針を掲げております。 

 （４）についてお答えします。本町の景観計画では、

建物の形態、色彩、緑化等について基準を定めていま

す。高さについては、建築基準法の範囲内において、

周辺との調和に配慮するよう促しております。現時点

での計画においては、景観計画に沿うよう協議・調整

を図っております。 

（５）についてお答えします。防災まちづくりに関す

る方針で土砂災害等への対策、津波浸水対策について

の基本方針を定めております。以上です。 

［岡崎 晋議員より「休憩願います」の声あり］ 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時46分） 

再開（午前11時46分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。３番 岡崎 晋議

員。 

○３番 岡崎 晋君 この都市計画マスタープランの

策定に向けては、質問の中でも申し上げたように、非

常に丁寧に作業進めていただいていると私は思います。

議会に対してもあさってを含めて３回目になりますか

ね。一番 初の議会に対する説明会で、この12月にほ

ぼ内容が固まるという説明でしたので、３月を待たず

に私はこの機会にこの質問をいたしております。丁寧

に意見交換、説明会などをして来られたんですが、具

体的にどのようなふうに、どういう方法などでやって

こられましたか。この意見交換、説明会、パブリック

コメントというのもどういうふうにやったのか。意見

収集箱も利用したと思いますけれども、もう一度、伺

います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。都市マスタープランについてですね、議員から今

お話があったとおりですね、住民の意見を吸い上げる

こと。それから各種団体とか議員の皆さんにも丁寧に

説明して、そういった意見をいただいて反映していく

というような基本的なスタンスから行いました。それ

で平成30年度から住民の意見、アンケートを実施しま

して、そういったものを一応集約して、平成31年度か

らは住民のワークショップ等についてですね、住民の

意向を反映するという意味で行っております。そのと

きには現況の整理とか、あとは上位計画との整合性と

かですね、そういったものを理解してもらうために開

催をしております。それから令和２年度については、

素案について、各目標に対しての全体構想までの各審

議会とか、あとは庁内の委員会とかを開催しまして、

そういったものの方向性を固めていっているというこ

とで。令和３年度に入りましては、今議員がおっしゃっ

たとおり意見交換会、これ地域別の構想になりますけ

れども、各４地区に分けて丁寧に説明をしていったと

いうことの過程があります。それから、それもやって

議会のほうにも報告をして、その都度、報告をしてと

いうことの状況なります。今回はですね、住民説明会
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を10月28日に行いまして、それから約25日ぐらいをパ

ブリックコメントとして意見を求めて、各年代層から

の意見が集約できたものとして判断をしております。

以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。私も地

域におけるワークショップにも参加させてもらったし、

今年に入って各地区、大きく４区に分けた意見交換会

にも参加させていただきました。その中で感じたのは、

20年後の中核になっていくであろう若い世代の方々の

参加が残念ながら少なかったように思います。お伺い

しますが、パブリックコメントというのを10月28日に

はウェブを用いて説明会をされたと聞いていますが、

その後のパブリックコメントはどのようにして集めら

れたんでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。多様な手法を取りながら、町のほうにメールでい

ただいたり、中にはまちメール等でも少し触れてこら

れる方もいらっしゃったりですね、あとは各地域、公

民館、自治会のほうにもそういった意見箱を収集した

りとか、いろんな手法を使いながら、コメントを実施

したというふうになります。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 そのパブリックコメント、たし

か町内12か所、この庁舎も含めた13か所でしょうかね。

そこに意見箱を設置したと思います。それ以外の電子

メールなどを使っても収集されたということですが、

その中にですね、20代とか30代とか、あるいは10代。

こういう方々の意見や提言などはどんなぐあいでした

か。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 パブリックコメ

ントの内容に関しましてはですね、各年代層というふ

うな、年齢は幾らでとか個人情報に値しますので、そ

ういった年齢不詳、そういったものは情報を集めてお

りません。ただしですね、そういった意見を拝聴しま

した結果ですね、幅広く、各年代層においても、集約

できたものとして認識はしております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 マスタープランですので、その

下でいろんな計画がなされていくと思います。その中

に皆さんに丁寧にやっていただいた意見、提言などの

反映が、今後いろんな計画の中に生かされていくもの

と考えていますが、いかがですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 議員のおっしゃ

るとおりでございますけれども、この意見をですね、

答弁の内容にありますけれども、７つの方針に示され

ていくものとして取りまとめはしております。７つの

方針に盛り込まれていくということになります。休憩

お願いします。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時54分） 

再開（午前11時54分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。まちづくり振興課

長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。一例を挙げますとですね、住民からは交通に関す

る意見が、課題とかそういったものが寄せられていま

したので、一例で言いますと、今、作成中の交通計画

等に、個別の計画に反映されるものとして進めており

ます。施策を進めております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。 

 それでは（２）の20年後の……。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時55分） 

再開（午後０時57分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。３番 岡崎 晋議

員。 

○３番 岡崎 晋君 それでは午前に引き続き、再質

問をさせていただきます。 

 大きい１番の（２）20年後の適正人口をどう見ます

か。この適正人口という言葉はちょっと難しいかもし

れません。無理があるのかもしれませんけれどもお伺

いしていきたいと思います。お答えではマスタープラ

ンの将来人口推計については、都市計画運用指針に基

づき、国立社会保障人口問題研究所、略して社人研で

すね。その推計する将来目標人口を採用していますと。

それによって20年後の、私が伺いたい適正人口をおっ

しゃっているんでしょうか。４万3,000人というお答え

がありましたけれども、それはいかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。ただいまの質問ですけれども、答弁の内容にもあ

りましたけれども、都市計画においては社人研の将来

人口を採用しなさいということがありますので、それ

はこれから南風原町が計画している都市計画をある程

度網羅しているものとして考えております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 この第５次南風原町総合計画概
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要版、平成29年４月に発行されていますが、これの13

ページに、南風原町が目指す姿として、１番目に、将

来人口とございます。現状値、平成27年とありますが、

３万7,500人。中間値、2021年、今年ですね。３万8,700

人。目標値、５年後の2026年、３万9,500人となってい

ます。今年４万人を突破したのは、春だったと思うん

ですけれども、正確には何月だったんでしょうか。ど

なたかお答えいただけますか。 

○議長 玉城 勇君 少し休憩しましょうね。 

休憩（午後１時00分） 

再開（午後１時01分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。住民環境課長。 

○住民環境課長 金城直子さん お答えします。令和

２年４月に４万人に到達しております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。この総

合計画の策定に当たっても、先ほど申し上げた社人研

の推計する将来目標人口を採用されたのでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えします。おっ

しゃるとおり、社人研の推計する将来人口を基に町独

自の合計特殊出生率2.09等の数値を用いて独自の算定

としております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ちょっと不思議に思うんですけ

れども、社人研の目標人口を基にして町独自の、すみ

ません、もう一度おっしゃっていただけますか。町独

自の何を加えて算出されたんですか。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 その作成当時の、直

近の特殊出生率2.09を維持したと仮定してやっており

ます、推計のほうを。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 これだけの勢いで、多分予想し

ていない勢いだったと言っていいと思うんですが、人

口が増えて、子供たちも増えて、特に民生部、あるい

は教育委員会においてはインフラ整備、保育園や学校

整備に大変慌てたんじゃないのかなと思います。それ

で、私はここであえて適正人口という言葉を使わせて

いただいていますけども、次以降の質問でも触れてい

きますけれども、私たち南風原町の人口は今後どうい

うふうに増えていくのだろうか。あるいは20年後には

増えていくのか、減っていくのか。ピークをいつだと

いうふうに見込んでおられますか。すみません、以前

にどなたかの質問かで聞いた覚えがありますけれども、

ピークをいつだというふうに捉えておられますか。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えします。南風

原町人口ビジョンにおいて、2060年で４万1,711人とし

ております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 すみません、私は今あのピーク

をいつだっていうふうに見込んでいるかと伺いました

が、それが2060年の４万1,760人ですか。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えします。この

南風原町人口ビジョンが2060年までの推計となってい

まして、それまでずっと右肩上がりというんですか、

2060年が 後で、それが４万1,711人という推計となっ

ています。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 なかなか分かりにくいお答えだ

と思うんですけれどもね、2060年がピークになる。そ

してその人数は４万1,711名。本当ですか。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えします。この

人口ビジョンは平成28年３月策定で、平成27年のベー

スでいっていますので、今回、総合計画の策定におい

ても人口ビジョンの見直しも行いますので、今後また

新たな人口ビジョンが出てきます。今持っている人口

ビジョン28年度版ですので、その時点では2060年の４

万1,711人がピークという形になっています。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 すみません、大変申し訳ないん

ですが、ただいまの企画財政課長のお答えはなかなか

分かりにくいというか、腑に落ちないところがありま

すが、ちょっと質問の切り口を切り替えてまいります。

このマスタープランを策定していくに当たって、私た

ちの南風原町の人口がどうなるのだろうと、私は非常

に関心があります。行政の長でおられる赤嶺町長にとっ

ても、もちろん関心の高いことだと思うんですが、赤

嶺町長のイメージの中で20年後の人口はどうなってい

るんだろう。昨日のご答弁の中では20年後も町長をし

ておられるとおっしゃっていましたか？冗談ですけど

も、町長をなさっていなくても、20年後。多分20年後

も奥様とお二人でお元気でウオーキングやこの町内の

どこかを散策しておられるんじゃないかなと思うんで

すね。そのときのこの南風原町の姿がどういう姿になっ

ているんだろう。人口はどのぐらいになっているんだ

ろうというイメージがあればお聞かせいただきたいと

思うんですけれども。 

○議長 玉城 勇君 町長。 
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○町長 赤嶺正之君 岡崎議員のご質問にお答えをい

たします。20年後の適正人口というようなご質問でご

ざいますけれども、先ほど担当課長から答弁がござい

ましたように、我々行政といたしましては当てずっぽ

うで数字を言うわけにいきませんから、今現在持って

いる人口ビジョンといいますか、それに基づいての答

弁でございましたのでご理解をお願いしたいと思いま

す。この人口ビジョンは、平成28年度に、平成27年以

前のデータを基にして作られておりますので、現在の

数字とは、ちょっと大分かけ離れてしまって、現実的

にですね。この人口ビジョンはちょっと使えない状況

かなと思っております。そういうことで、課長からあ

りましたように、今度の総合計画の見直しの中で、そ

れも改正、見直していくというようなことでございま

すので、ご理解をお願いいたします。適正人口という

ことでございますから、ちょっとこの適正というのも

難しいですけれども、位置づけが。議員が私のイメー

ジでというようなご質問の趣旨もございましたので、

私のイメージといたしましては、やはり現在の小中学

校の教室の不足の具合とかですね、あるいはまた町内

の土地利用の見直しの状況とか、それから大きなマン

ションの建築の具合とか、そういったものから考えま

すと、イメージとしましては４万5,000人から５万人ぐ

らいまでいくんじゃないかなというふうなイメージを

持っております。そういうことで、それが５万人が、

南風原町10.76平方キロメートルでございますので、そ

こに適正人口かどうかというのは置いときます。別の

議論になると思うんですけれども、単純に数字から言

いますと４万5,000から５万ぐらいまでいくんじゃない

かなというようなイメージがございます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございました。私も、

多分それに近いような姿になっていくのではないかな

あというふうに思っています。ですから、先ほど申し

上げたこの社人研の目標人口、将来人口というのは、

どうもなかなか当てになるものではなくて、こういう

数字で社会保障、年金、人口問題とか、こういう数字

でもって日本は政策を進めているのかなという大きな

疑問も湧きます。 

 続けて、次の（３）田園都市である本町の農業地は

20年後にどれだけ減るか。この答弁の中に、市街化調

整区内の農振白地という言葉がございますが、農振白

地というのはどういうものでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。 

○産業振興課長 松本仁志君 それでは農振白地につ

いて説明いたします。こちらのほう農業振興地域内の

農用地区域外農地となっております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 すみません。よく、自分で理解

できなかったので。農業用地の中の利用しない、利用

されない白地ですか。すみません、もう一度お願いし

ます。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 今、法律的な用語で説

明しましたので、分かりにくいと思いますので簡単に

説明します。よろしいでしょうか。南風原町がありま

したら、都市計画で半分に分けます。要は市街化区域

と市街化調整区域という。市街化区域というのは市街

化、当然、家を建てていくところですね。そして市街

化調整区域という部分があります。それは都市計画法

で定めます。次は農振法で、きれいに説明しましょう

ね、待ってください。農業振興地域の整備に関する法

律というもので、残った市街化調整区域を白地という

のと農用地という。その白地というのは地図でやると

きに、市街化区域をピンクで色塗っている、皆さん持っ

ていると思います。ピンクで色塗りされています。そ

して土地改良なんかの農業を推奨するところは黄色に

塗られています、農用地域は。塗られていない白地の

部分があります。これはですね、ピンクは、言葉を砕

けて言いますと、家を建てる、家を建ててくださいね

というところです。黄色は畑をしてくださいと。白い

ところは、ここは調整区域ということで、家を建てる

こともできるし、畑をすることもできる。それは条件

がありまして、いろいろなこの条件に当てはまる、こ

こで緩和して調整していくという、このことを農振白

地と言います。そういうことです。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 よく分かりました。ありがとう

ございます。それで、このマスタープランは土地利用

計画が骨格だと思うので農用地のことも伺っておりま

すけれども、どれだけ減るんだろうかということを伺っ

ているんですね、20年後に。もう少し細かく伺いたい

んですけれども、この農家、あるいは農用地などの推

移、どれだけ減ってきたんだろうというものをお答え

いただきたいんですけれども。９月の全協でいただい

た資料、マスタープラン案の中にもあるかと思うんで

すけれども、推移について、農地、農家の推移につい

てお伺いします。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時16分） 

再開（午後１時17分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。経済建設部長。 
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○経済建設部長 金城克彦君 マスタープランにある

のは面積になります。今ご質問については農家の戸数、

軒数だと思いますので、それについてはまた別で、今

私が、先ほど申し上げました農業振興地域の整備に関

する法律で計画書を策定しますので、この計画書の推

移で説明いたします。平成18年度がですね……、ごめ

んなさい、大変申し訳ないです。訂正いたします。す

みません。整備計画書ではなくて農業センサスです。

農業センサスで説明いたします。2000年の農業センサ

スでは、南風原町は戸数が597戸、2005年が546戸、2010

年が474戸、2015年が410戸となっています。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 今お答えいただいた数字と私た

ち議員がいただいた資料、一部同じところと、少し年

を違うところをおっしゃっているところもありますの

でもう１回確認しますけれども、平成２年に926戸あっ

た農家が、平成27年には410戸、56％減りました。農家

が。面積は同じ年で比べると62％の面積が減りました。

これは間違いないですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。マスタープランの作成の中でですね、農業活動的

な推移ということで示されている資料で基づく場合に

ついてはですね、先ほど数値ですけれども、平成２年

の戸数が926戸、それから平成27年が410戸。それから

面積ですけれども、平成２年が397ヘクタール、平成27

年が151ヘクタールということで間違いはございません。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。今お答

えいただいた数字が、私が先ほど申し上げた農家は56％

減った。耕地面積が62％減りましたということです。

それで20年後の農用地はどうなっているんでしょうか

ということを伺っているんですが、数字をおっしゃっ

ていないので、先ほどの農振白地については、状況や

立地特性に応じ、計画的誘導地区として、都市的土地

利用も視野に入れた方針を掲げていますと。そこでで

すね、もう一つ伺います。担当課にも示させていただ

きましたが、沖縄県の土木建築部都市計画・モノレー

ル課がつくった資料が、今年の、令和２年２月の資料

があります。那覇広域都市計画区域市町村の将来の土

地利用の考え方として、この中にですね、可能開発エ

リアという言葉がございます。この言葉はどういう意

味なのか、南風原町の場合について伺います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。この面積、内訳ですけれども、開発可能エリアと

いう説明をいたしたいと思います。まず市街化調整区

域の面積がですね、本町では634ヘクタールございます。

そのうちの農用地については223.1ヘクタールと。それ

以外のもののエリアが407.2ヘクタールということで、

約37％ぐらいありますけれども、このことが開発可能

のエリアということで示されております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。今おっ

しゃった数字を率で言うと、市街化調整区域58.9％あ

るうちの開発可能エリアが37.8％あるという理解でよ

ろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。その数値で間違いありません。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 那覇市に隣接する開発エリアも

広いので、今後も開発圧力の高い区域と見られると。

その開発可能エリアということについて、もう一度、

どういうことができるところなのか、何なのか。土地

なのか教えてください。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 開発可能エリア

ということで示されてはいますけれども、現状的には、

市街化区域については住宅とかそういった開発ができ

る、要は建物がですね、都市的な建物が建てられると

いうふうな認識。それから市街化調整区域については、

基本的には市街化を抑制する区域ですので、乱開発と

かですね、そういった開発が進むわけではなくて、た

だ可能なエリアということで示されたというふうな位

置づけになりますので、そのようにご理解をお願いし

ます。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。それで

は次の質問に行きます。 

 （４）の、高層住宅建設が続くが、本町の景観条例

に沿うものか。この景観条例というものがどういうも

のなのか伺いたいんですけれども、いつ施行されて、

構成員や、どういう役割があるのか伺います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。まず１点目……。すみません。休憩お願いします。 

休憩します。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時25分） 

再開（午後１時25分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。まちづくり振興
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課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。まず、施行については令和２年の４月から施行を

されております。景観条例ということで制定されてお

ります。それから構成としましては、恐らく今、景観

条例の審議会に対する補正メンバーというのでよろし

いでしょうか。審議会については委員が10名おりまし

て、その中には、有識者の皆さんが４名、それから関

係する団体、これは観光協会とか商工会とか女性会と

か、そのような団体で５名、行政の代表として１名、

計10名というふうな組織で構成されております。主な

審議事項というんですか、そういったものについては、

もちろん景観計画を策定されておりますので、それに

基づいたものになっているかどうかというふうなもの

を審査、意見をいただくという期間になります。あと

景観の基準に沿ったものなのかとかですね、そういっ

たものを行政の指導として、一環として意見をいただ

いているというふうな組織になります。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 私、ちょっとさっき言葉足らず

ですみませんでした。南風原町景観審議会ということ

について伺ったつもりでした。すみませんでした。そ

れで、以下景観審議会とありますので、その景観審議

会というのはこれまでにも開催されてきているのです

か。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 景観条例に沿っ

たものではないんですけれども、公的機関として東部

消防庁舎と、それから神里で開発されるということが

ありまして、その審議会にかけたというのがあります。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 皆さんが必要とするときに、こ

の審議会に諮るということが、できるということとい

うふうに理解しますが、この審議会が、私はもう少し

能動的なことをしていただけないかなと考えているん

ですね。南風原町にとって、高層住宅について伺って

いますから、これをやたらに止めるわけにはいかない

ですよね。事業者の権利がありますから。しかし、南

風原町としてこれそのまままた野放しにしていいのか

ということもあります。それを問うてみたいところで

すが、今は問いませんが。その審議会の皆さんがもう

少し意見を言ってもいいんじゃないのかな。南風原町

の姿はこうあるべき。高層住宅はこうあるべきという

ふうな、審議会の意見があってもいいのではないのか

なと考えるんですけれども、部長に伺ってみたいと思

いますが、いかがお考えですか。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 委員会が開催されて、

当然、委員からは意見を伺った上で事務処理をしてい

ます。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時29分） 

再開（午後１時29分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。まちづくり振興課

長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 ただいまのご質

問についてはですね、恐らく委員会のほうでもそういっ

た、全体的にこういった経過についての議論ですか、

意見をいただく必要があるんじゃないかということを

お聞きしていると思うんですけれども、それでよろし

いでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時30分） 

再開（午後１時30分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 説明不足でどうもすみ

ません。委員会を開いてですね、委員の意見は聞いて

います、町として。尊重して。委員の意見を聞くため

に委員会を開いていますので。まず、この景観形成を

作るときも委員会を開いてこういうふうにやりますと

いう形でやっていて、それで要綱ができています。要

綱ができた上で委員会の運営も、委員の皆さんの意見

を聞いて運営しています。そういうことです。先ほど

課長からあったように、この景観形成の要綱に基づい

て案件が２件ありましたということで、先ほどありま

したけれども。その案件も委員会にかけてこういうの

が来ていますよということで委員の意見を聞いて、了

承をいただいたので、許可を得て進んでいるというこ

とです。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 私が聞きたいのは、審議会が、

景観審議会が南風原町のあるべき景観についての意見

があってもいいのじゃないのかなと聞いているんです

よ。どうですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。今部長のほうからも説明がございましたけれども、

もちろん審議会の意見を拝聴しまして、その意見に基

づいて条例も示されているんですけれども、指導をし

ているというふうな状況です。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 補足説明いたします。
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すみません、読み上げします。南風原町景観条例とあ

ります、これは条例です。条例で定められていますけ

れども、その条例を作るときにも委員の皆様の意見を

聞いて、ここにはいろいろの基準があります。新築す

るときには高さがどのような形、壁については垣根と

か、また植栽については、大きい建物にするときには

緑を挟んで圧迫感がないようにしてくださいとか、い

ろいろ条件があります。そういう条件を町で、実務す

る担当が作ったのではなくて、その委員の皆様の意見

を聞いて、それでその条例のたたき台を作ってですね、

そして条例案を作成して、議会にかけて条例化された

ということで、その意見は反映されているものだと思っ

ています。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 すみません。なかなか私が、頭

の中に入っていくお答えがなかなか聞けないなと思っ

ているんですが、要望して次の質問に行きます。景観

審議会というのがあるのですから、将来の南風原町の

あるべき姿、景観、そういった姿を委員会、この景観

審議会の皆さんも持っていていいのじゃないかなと思

うので、後追い的に審議する。後追い的に承認してい

くとかそういうことではなくて、もっと能動的に積極

的な考え方を持つ委員会であってほしいと願っていま

す。 

 次、災害に強いまちにするため、地滑り対策と津波

に備えた河川対策はどうですか。防災づくりに関する

方針で土砂災害等への対策、津波浸水対策についての

基本方針を定めていますというお答えです。国土強靱

化計画というのが、今、策定中か準備されていると思

うんですけれども、それができ上がるのはいつですか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。国土強

靱化計画についてはもう策定されております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 土砂災害とか津波対策、前回の

一般質問でも私ちょっと時間切れで詳しく伺えなかっ

たんですけれども、特に津波、今日は津波について伺

います。国場川、長堂川、本町の位置する流域も津波

が遡上、浸水するおそれはあると思っているんですけ

れども、それは皆さんも共通認識だと思うんですけれ

ども確認していきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。現在、

国土強靱化というよりもですね、避難誘導マップとい

うのを町が作成しております。その中で、長堂川、国

場川、津嘉山のほうですかね、そちらのほうがピンク

の浸水する地域になっていますよということで表示さ

れているんですけれども、そちらに関しましては地震

を想定した津波の状況になっておりまして、本町にお

いても津波の危険性はあるということで認識はしてお

ります。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 認識は一致しているということ

を確認しました。それで、どのような対策を取ってい

きたいというお考えですか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。先ほど

国土強靱化計画のお話もありましたとおり、各担当部

局ですね、この国土強靱化に対しましては役割の分担

があります。その中で、河川が氾濫しないようにとい

うことでの強靱化、そういった整備もございます。今

そういった実際地震が起きた場合とかですね、大雨と

かそういったときに浸水する可能性のあるところとい

うのはですね、この整備とかそういうところではなく

て、以前、防災の話の中で自助、共助、公助の部分が

ある話もしましたけれども、その部分の自分が住んで

いるところがどういう状況なのかという把握が一番必

要な部分でありまして、そういう災害があったときに

は、とりあえずいち早く避難所へ避難するというとこ

ろの認識ですね、そういったのも一つ大事な部分なの

かなと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 確かにおっしゃるとおりで、県

が河川対策とかをこれから取っていったとしてもです

ね、東日本大震災の後のように、国が６メートルにも

及ぶ防潮堤を造ったところがあります。それで本当に

津波が防げるかどうかところもありますが、確かにおっ

しゃったように、避難するということがまず大事だと

思うんですね、いざというとき、津波が来るときとか。

その避難をしていただくためには、実際に今後、ある

いは今何か考えておられますか。どういうふうに皆さ

ん、その流域の皆さんに呼びかけていくのか、周知し

ていただくのか。自主防災組織の結成も含めてどうい

うことを考えておられますか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。前回の

議会のほうでですね、憲治議員のほうから各自治会の

掲示板を使って、海抜の表示をしたらいかがですかと

いうことのご提案がございました。こちら早速ですね、

区長会のほうに提案いたしまして、逆に区長さんのほ

うから喜ばれてですね、今この事業を進めているとこ

ろであります。今実際、掲示板があるところの場所を
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把握してですね、そちら場所が分からないと海抜が表

示できないもんですから、今実際もうこの作業で上がっ

ているところがあります。私たちところのポイントは

ここですよと。それに関しましては、ラミネートでで

すね、海抜もこちらのほうで準備して、早いところで

は次の区長会では掲示板のほうに、区長さんに張りつ

けていただくんですけれども、各自治会のほうには早

いところには配布、お届けできるという状況にござい

ます。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。対策を

進めていただいているようでありがとうございます。

私の希望はできればその川の流域、ポイントポイント

に看板を立てていただくのが、自治会の掲示板だけで

はなくて、看板を立てていただく。そしてその付近の

住民の皆さんに周知していただくということが一番い

いと思うんですけれども、是非そのようなことも検討

進めていっていただきたいと思います。 

 次の大きな２番目にまいります。親しまれる町民広

場にするために。（１）南風原町役場前の町民広場にベ

ンチがないと町民の声がありました。町民が集って憩

えるベンチを設置してもらいたいが、どうですか。（２）

で、木陰もないので、植樹をして、町民に広く親しま

れる広場にしてもらいたいが、どうですか。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時42分） 

再開（午後１時42分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。３番 岡崎 晋議

員。 

○３番 岡崎 晋君 （３）どんな利用制限がありま

すか。伺います。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 では質問事項２点目の、親し

まれる町民広場にするためにの（１）と（２）につい

ては、関連しますので一括してお答えします。町民広

場については一時避難所として位置づけをしており、

現在のフラットな面を確保しております。憩いの場と

しての整備については、来庁者用の駐車場が隣接して

いることから、安全面や避難所の動線等を含めてベン

チの設置や植樹が可能か検討をしてまいります。 

 （３）についてお答えします。特に制限を設けてお

りませんが、占用での使用は原則受け付けておりませ

ん。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 ありがとうございます。一時避

難場所としての位置づけもあるということはよく理解

できます。私も見ていて、広い広場でいろんな活用の

仕方があるんだというふうに理解しています。でも、

私はそこをよく通りながら自分で気づきませんでした

が、町民の声でベンチがない。ああ、そうなんだとい

うことで改めて気づきました。この広場の真ん中あた

りにベンチとかあずまやの設置ということではなくて、

擁壁がありますね。あるいは手前の駐車場側の公園の

端っこ、そういうところにベンチを置く。私は設置と

ていう言葉を書いていますけれども、まずベンチを置

くということ。そしてそのベンチをですね、可能かど

うか分かりませんが、例えばスポンサーつきでドリン

クメーカーとか、あるいはどこかの企業の名前など、

南風原町のマークも一緒にベンチに、ベンチの背に掲

げてベンチなどを置くということなどは、こういう考

え方はいかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。議員

おっしゃるようにですね、内側に設置してしまうと、

どうしても障害物になってしまいますので、今議員おっ

しゃったように周辺ですね、周辺のほうに固定ではな

くて移動のできるベンチを置くというのはまた必要性

もあろうかと思いますので、今後ちょっと検討させて

いただきたいと思います。広告、飲料あれですかね、

広告の入ったベンチはどうかということなんですけれ

ども、いただけるのであれば有効に活用させていただ

きたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 多分喜んで製作費用を提供して

くれる企業があるんじゃないかなと思いますので、是

非できるだけ早いうちに、コロナのこともありますが、

是非早いうちの実現をお願いします。 

 併せてこの木陰のことについて伺っています。木陰

も、これ広場の中に作るのではなくて、先ほど話した

擁壁のあたりに、私はモモタマナ、クヮディーサーで

すね、それを提案しているんですけれども、それほど

高い費用はかからないと思います。それを植えればコ

ウモリさんも喜んで飛んできます。実が好きですから。

そういう植樹をして木陰を是非作っていただきたい。

町民が本当に喜んで、憩えるような場所にしていただ

きたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。植栽に

つきましても、今後ちょっと検討させていただきたい

んですけれども、ただ１点ですね、ちょっと懸念され

る部分もございまして、やはりこちら駐車場も台数に

限りがございます。特に南側になりますと40台ぐらい
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ではあるんですけれども、どうしても庁舎を利用され

るお客様とかですね、こちら、今日も議会ではあるん

ですけれども、議会があったり会議があったりとかで

すね、研修があったり。また入札等々お客様も活用す

る駐車場でもございますので、確かに憩いの場所にな

るというのもひとついいアイデアだとは思うんですけ

れども、それなりのですね、こちらにお客さんとして

来て用事を済まされる間、ちょっと休めるというんで

すかね、休むベンチというようなイメージでしたら対

応していきたいんですが、そういった懸念もあるとい

うこともですね、ちょっとご理解いただいて、今後も

検討させていただきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 駐車場のスペースが十分ではな

いのでその懸念は私も理解します。でも町民が大勢、

この庁舎、役場にいらっしゃいます。そういう方々が

そこで休んで、座って話をするということ、あるいは

座って休むってことは大きな意義があると思います。

是非ご検討をお願いします。 

 利用制限については特にないと、答弁では占用での

使用は原則受け付けておりませんと、当然だと思うん

ですが、見たところこの広場の周囲には利用案内板は

ないですね。ありません、たしか。そこでキャッチボー

ルをしているのを私は見かけたことはないんですけれ

どね。キャッチボール、野球の。あるいはバットを振

るとか、バット。そういうことをこれまでに、そうい

うバットで子供たちが野球遊びをしているということ

はこれまでにありましたでしょうか。どなたか見かけ

たことありますか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。平日で

すね、私たちが業務をしながらもちょっと見かけるん

ですけれども、学童の子供たちとか、あと保育所の子

供たちがお散歩がてらというところで、元気よく走り

回っているのは毎日のようにといいますか、学童の子

供たちは、そのように。その際にまた、野球はないん

ですけれども、野球は多分危ないのかなと思うので。

サッカーボールとか、そういったボールを持って楽し

んでいるのはよく見られます。 

○議長 玉城 勇君 ３番 岡崎 晋議員。 

○３番 岡崎 晋君 私がそのバットを用いて野球遊

びをしているのを見かけたことがありますかと聞いて

いるんですが、やっぱりそういったのは制限するべき

だと私は思います。 

 （１）（２）に戻りまして、本当に子供たち、あるい

はお年寄りの皆さんもそこの広場、駐車場のことを考

えれば、そんなに利用されたくないかもしれないけれ

ども、でも住民一人一人のことを考えれば、ベンチに

座って語り合うということは本当に大きな意義があり

ます。周辺の方々にもおうちから出てきていただきた

いし、私はやはり町民広場と名のつく広場ですから、

一人でも多くの町民にご利用していただきたいと願う

し、ですから先ほどのベンチを作るに当たってのスポ

ンサー、もしそれができるとなれば、きっとスポンサー

は探せると思うし、そのスポンサーの方に相談して、

植樹も一緒にお願いするとかということも是非考えて、

進めていっていただきたいとお願いして、質問を終わ

ります。 

○議長 玉城 勇君 お疲れさんでした。 

 休憩します。 

休憩（午後１時52分） 

再開（午後１時52分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 以上で本日の日程は、全部終了しました。本日は、

これで散会します。お疲れさまでした。 

 

散会（午後１時52分） 
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